
一

（
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
及
び
人
工
知
能
の
活
用
等
に
関
す
る
特
別
委
員
会
） 

人
工
衛
星
等
の
打
上
げ
及
び
人
工
衛
星
の
管
理
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
四
〇

号
）
（
先
議
）
要
旨 

　

本
法
律
案
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

一
、
人
工
衛
星
等
の
打
上
げ
及
び
人
工
衛
星
の
管
理
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

１　

題
名
を
「
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
の
打
上
げ
及
び
特
定
人
工
衛
星
の
管
理
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。 

２　

人
工
衛
星
等
の
打
上
げ
に
係
る
許
可
制
度
を
拡
充
し
、
人
工
衛
星
の
搭
載
又
は
分
離
を
伴
わ
な
い
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
の
打

上
げ
を
許
可
の
対
象
に
追
加
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
打
上
げ
を
行
う
者
に
つ
い
て
、
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
の
落
下
等
に
よ

 

り
生
ず
る
損
害
の
賠
償
に
関
す
る
制
度
の
対
象
に
追
加
す
る
。

３　

地
球
を
回
る
軌
道
等
で
制
御
さ
れ
な
い
人
工
の
物
体
に
つ
い
て
、
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
へ
の
搭
載
前
に
そ
の
構
造
が
宇
宙
空

間
の
有
害
な
汚
染
等
を
防
止
す
る
等
の
た
め
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
認
定
す
る
制
度
を
創
設
す
る
と
と
も
に
、

そ
の
搭
載
を
委
託
し
た
者
等
に
つ
い
て
、
そ
の
落
下
等
に
よ
り
生
ず
る
損
害
の
賠
償
に
関
す
る
制
度
の
対
象
に
追
加
す

 

る
。



二

二
、
宇
宙
基
本
法
の
一
部
を
改
正
し
、
宇
宙
開
発
利
用
に
関
す
る
基
本
的
施
策
と
し
て
、
宇
宙
開
発
利
用
に
係
る
ロ
ケ
ッ
ト
の

 
開
発
等
に
必
要
な
機
器
、
技
術
等
の
研
究
開
発
の
推
進
等
を
追
加
す
る
。

三
、
内
閣
府
設
置
法
の
一
部
を
改
正
し
、
宇
宙
政
策
委
員
会
の
調
査
審
議
の
対
象
を
、
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
の
打
上
げ
の
安
全
の
確

 

保
に
関
す
る
重
要
事
項
に
拡
充
す
る
。

四
、
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

 

し
、
二
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

五
、
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
を
目
途
と
し
て
、
一
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
宇
宙
ロ
ケ
ッ
ト
の
打
上
げ
及
び
特
定

人
工
衛
星
の
管
理
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
つ
い
て
、
そ
の
施
行
の
状
況
等
を
勘
案
し
つ
つ
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。


